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本
年
3
月
末
で
指
定
管
理
者
の

指
定
期
間
が
満
了
し
た
４
施
設
に

つ
い
て
、
４
月
１
日
か
ら
管
理
運

営
を
行
う
指
定
管
理
者
を
指
定
し

ま
し
た
。

■
指
定
し
た
施
設
と
指
定
管
理
者

○
西
条
市
総
合
文
化
会
館

○
西
条
市
丹
原
文
化
会
館

　
ア
ク
テ
ィ
オ
株
式
会
社

○
西
条
市
産
業
情
報
支
援
セ
ン
タ
ー

○
西
条
市
食
の
創
造
館

　

株
式
会
社
西
条
産
業
情
報
支
援

　

セ
ン
タ
ー

■
指
定
期
間

　

平
成
25
年
4
月
1
日
～
平
成
28

年
3
月
31
日
の
3
年
間

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
行
政
改
革
推
進
課

　

行
政
改
革
推
進
係　

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
６
４

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
本
人

の
所
得
が
一
定
以
下
の
学
生
に
対

し
て
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

を
猶
予
す
る
制
度
で
す
。

※
こ
の
制
度
を
受
け
る
に
は
年
度

　

ご
と
の
申
請
が
必
要
で
す
。

■
対
象
と
な
る
学
生

　

所
得
が
一
定
以
下
で
、
大
学
、

大
学
院
、
短
大
、
高
等
学
校
、
高

等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種

学
校
（
修
業
年
限
が
１
年
以
上
の

課
程
）
に
在
学
す
る
20
歳
以
上
の

方
（
夜
間
、
定
時
制
課
程
、
通
信

課
程
を
含
む
）

■
申
請
方
法

　

年
金
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）
、

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）
、
学

生
証
（
コ
ピ
ー
可
。
表
と
裏
）
ま

た
は
在
学
証
明
書
を
持
参
し
、
住

民
票
の
あ
る
市
町
村
の
窓
口
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
25
年
度
以
降
も
在
学
予

定
の
方
に
は
、
３
月
下
旬
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
申

請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
し
返
送
す
る
こ
と

で
、
25
年
度
の
特
例
申
請
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
注
意
点

　

学
生
納
付
特
例
承
認
期
間
は
、

年
金
を
受
け
取
る
際
に
必
要
な
受

給
資
格
期
間
に
参
入
さ
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

一
定
以
上
の
障
害
や
死
亡
な
ど

の
不
慮
の
事
態
に
は
、
一
定
の
条

件
を
満
た
せ
ば
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
が
、
特
例
申
請
を
せ
ず
、
保
険

料
の
未
納
中
に
不
慮
の
事
故
で
一

定
以
上
の
障
害
が
残
っ
た
場
合
に

は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か

の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
付
で
き
、

経
過
期
間
に
よ
っ
て
一
定
の
額
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

■
問
合
せ

○
新
居
浜
年
金
事
務
所　
　
　
　

ＴＥＬ
０
８
９
７
－

３
５

－

１
３
６
２

○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

年
金
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
８
３

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）　

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

平
成
25
年
度
か
ら
の

指
定
管
理
者
を
指
定
し
ま
し
た

国
民
年
金
の
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
　

　

銃
砲
刀
剣
類
を
新
た
に
発
見
し

た
場
合
は
、
登
録
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

最
寄
り
の
警
察
署
へ
発
見
の
届

け
出
を
行
い
、
発
見
届
出
済
証
の

交
付
を
受
け
た
後
、
銃
砲
刀
剣
類

を
持
参
の
上
、
県
庁
で
偶
数
月
の

第
３
木
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
翌

日
）
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

■
問
合
せ　

　

県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
１
２

－

２
９
７
６

銃
砲
刀
剣
類
に
は

登
録
手
続
き
が
必
要
で
す

　

市
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
活
動
経
費
に
対
し
て
、

補
助
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

■
補
助
対
象
団
体

　

５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
、
次
の

要
件
に
該
当
す
る
団
体

○
市
内
で
、
地
域
社
会
生
活
な
ど

　

の
改
善
・
向
上
の
た
め
の
公
益

　

的
活
動
を
無
償
で
行
う
団
体

○
市
内
に
居
住
、
在
勤
、
在
学
し

　

て
い
る
人
で
構
成
さ
れ
、
ボ
ラ

　

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
団
体

■
対
象
と
な
ら
な
い
活
動

○
福
祉
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

○
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
し
て
の
活
動

○
自
治
会
の
町
内
一
斉
清
掃

○
公
的
機
関
か
ら
補
助
金
な
ど
が

　

支
出
さ
れ
て
い
る
活
動

○
政
治
・
宗
教
に
関
す
る
活
動

○
団
体
員
の
親
睦
な
ど
、
ま
ち
づ

　

く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
直
接
関

　

係
の
な
い
活
動

■
補
助
金
額
等

　

補
助
率　

３
分
の
２

　

上
限
額　

10
万
円

■
申
請
期
間

　

４
月
１
日
㈪
～
30
日
㈫

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
市
民
生

活
課　

市
民
活
動
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
６
２

ま
ち
づ
く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
経
費
を
補
助
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農

作
物
や
林
産
物
等
へ
の
被
害
を
防

止
す
る
た
め
の
防
除
費
用
を
助
成

し
て
い
ま
す
。

■
助
成
内
容　

　

次
の
購
入
費
に
対
し
て
助
成

（
予
算
の
範
囲
内
）

○
電
気
牧
柵
機　
　
　
　
　
　
　

○
防
護
柵

（
ト
タ
ン
で
の
防
護
柵
は
対
象
外
）

○
防
護
ネ
ッ
ト

（
獣
害
対
策
限
定
）

○
爆
音
機

（
猿
害
対
策
限
定
・
地
元
自
治
会

　

等
の
同
意
が
必
要
）

■
助
成
金
額
等

　

補
助
率　

２
分
の
１
以
内

　

上
限
額　

１
人
当
た
り
年
間

　
　
　
　
　

５
万
円

■
助
成
対
象
者　

○
市
内
に
住
所
と
農
地
を
有
す
る

　

農
業
者

○
権
限
に
基
づ
く
権
利
を
有
す
る

　

耕
作
者
な
ど

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
林
業
課　

林
政
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
５
０
４

○
各
総
合
支
所
農
林
水
産
課

　

林
政
漁
政
係
（
東
予
）

　

農
林
水
産
係
（
丹
原
・
小
松
）

有
害
鳥
獣
被
害
の

防
除
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す


